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受任・受託者各位 

日本司法支援センター 

 奈良地方事務所 

自己破産事件の第三者予納金の送金方法について 

 生活保護受給者における自己破産事件の予納金について、官報公告費用はあらか

じめ援助決定時に立替え、破産管財人が選任された場合は、原則として２０万円ま

で、被援助者に代わり当センターが直接管財人口座に送金により立替えることがで

きます。 

※同時廃止事件として官報公告費用を立て替えた援助事件で破産管財人が選任さ

れた場合、官報公告費用の差額分の追加支出申し立てもあわせてご提出ください。 

１ 管財事件となるご報告をいただいた際、以下の書類をお渡しします。 

① 上申書（書式Ⅱ）（法テラスより裁判所あて）

②代理援助契約における確認書 3 通

（代理援助のみ提出要） 

③銀行口座届出書（書式Ⅲ）

④資格証明書

※①～③はホームページ上でご取得いただけますが、④のみ郵送対応となり

ますので、法テラスまでご連絡ください。

２　裁判所へ①、④の書類をご提出ください。 

３　裁判所から破産管財人氏名の連絡がありましたら、③銀行口座届出書 に必

　要事項を記入の上、追加費用支出申立書・②確認書（代理援助のみ、受任者、

　　被援助者、法テラス分。）とあわせて法テラスにお送りください。 

４ 審査決定がでましたら、破産管財人へ直接送金されます。また、官報公告

　費用の差額等については、受任者・受託者の口座に送金いたします。 

　　なお、還付金が発生する場合は、裁判所から、予め①上申書で指定した奈

　良地方事務所の償還金受入口座に送金されます。 

５ 破産管財人費用についても償還の対象となりますが、生活保護受給者にお

　いては、被援助者からの申請により、援助進行中の償還が猶予され、援助

　終結後、相手方から財産的給付を受けず、生活保護受給が継続している場

　合は、償還免除申請をしていただくことが可能です。 

ご不明の点があれば、奈良地方事務所までお問い合わせください。





 

 

 



 

 

 



書式Ⅱ 

 

 

事件番号 令和  年（フ）第     号破産申立事件

申 立 人                

 

令和＿＿年＿＿月＿＿日 
 
 

       地方裁判所 御中 
 
 

日本司法支援センター 

代理人 奈良地方事務所長 

飯 田 誠  
 
 

上 申 書 

 

１ 日本司法支援センター奈良地方事務所が、上記申立人を被援助者として、自己破

産申立てに係る援助開始決定を行ったことから、標記事件における破産申立費用に

つき、申立人に代わって、日本司法支援センターを予納者としていただきたく上申

します。 

 

２ なお、標記事件において破産財団が形成され、日本司法支援センターに対して財

団債権の支払がなされる場合には、次の口座に振り込んでいただきますよう、破産

管財人に通知願います。 

 

金融機関  みずほ銀行奈良支店 

普通・当座 普通預金口座 

口座番号  １７３７４６８ 日本司法支援センター奈良地方事務所 

 








